
内　容
取扱窓口

夜間 土・日曜

戸籍届出の受領※1
（埋火葬許可証の発行含む） 

〇 〇

住民異動届出書（転入・転出・転居等）のお預かり※
1

〇※2※3 土・日曜は取
り扱いません

印鑑登録・廃止・登録証亡失届書のお預かり※1 〇

戸籍の全部・個人事項証明書 〇※4 〇※4

住民票の写し 〇※2 〇※2

住民票記載事項証明書 〇※2 〇※2

戸籍の附票の写し 〇※4 〇※4

印鑑登録証明書 〇 〇

住民税証明書 〇 〇

対象  日時  会場  費用  定員  申込方法  問合先  Eメールアドレス  HP＝ホームページ

新型コロナウイルス感染症の影響により、催しなどは中止・延期となる可能性があります。詳細はお問い合わせいただくか区HPをご覧ください。

※1預かりのみ。翌開庁日以降に審査か処理を行います　
※2本人、同一世帯員からの届け出か請求のみ　
※3日本国籍の方の届け出のみ　
※4本人、同一戸籍の方からの請求のみ。電算化されたものに限る

公益通報者保護法とは
　公益のために通報した労働者を解雇などの不利益から守る法律です。
●法律の目的
　この法律は、事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護などにか
かわる法令遵守を確保するとともに、公益のために通報を行ったことを理由として労
働者が解雇などの不利益な取り扱いを受けることのないよう、公益通報に関する保護
制度を定めたものです。
●法律の具体的な内容
　主な内容は次のとおりです。
◎労働者が事業者内部の一定の犯罪行為やその他の法令違反行為について、事業者内部
や処分などの権限を有する行政機関などに通報した場合、通報したことを理由として
解雇などの不利益な取り扱いをすることは禁止されています。

◎公益通報を受けた事業者は、公益通報の是正措置などについて、公益通報者に通知
するよう努めなければなりません。

◎公益通報を受けた行政機関は、必要な調査や適切な措置をとらなければなりません。

■問総務課内部統制推進担当　☎5744－1160　■FAX5744－1505

マイナンバーカードをお持ちの方へ
　マイナンバーカードに搭載の電子証明書には有効期限があります。有効期
限が切れると、各種証明書のコンビニ発行などができなくなります。更新時
期を迎えた方には「有効期限通知書」を郵送していますので、お手続きいた
だくようお願いします。
　また、新型コロナウイルス感染症対策のため、有効期限までに手続きが難
しい方に手続き方法などをご案内しています。詳細はコールセンター（平日、
午前9時〜午後5時、☎ 0570－03－3370）へお問い合わせください。

　蚊に刺されても、かゆくなるだけと思っていませんか？
ウイルスを保有する蚊に刺されると、デング熱などの病気になるかもしれません。
　蚊の幼虫（ボウフラ）は、水中
で成長します。水をなくせばボ
ウフラが成長できず、蚊は発生
しません。家の周りの蚊の発生
源対策は３つ！

　今年度から月1回、再使用（リユース・リサイクル）
できる衣料品や皮革衣料品、タオルなどを回収し
ています。

・洗ったもの
 （クリーニングは不要）
・タンスや衣料収納ケース 
 などにしまえる状態のもの

●出せるもの
・事業者からの拠出品
・布団や毛布、カーペット
・汚れたもの

●出せないもの
透明、半透明の袋に
入れて持ち込んでく
ださい

出し方

　　　　　 　　　　　

❶ 不要なものは片付けましょう。
❷ たまり水をなくしましょう。
❸ 週1回は清掃や水の交換などを
　 行いましょう。

古着の回収を行っています
不要になった衣類はありませんか？

問 大田区マイナンバーカードセンター　☎︎ 6429－8901　FAX 6429－9600問 生活衛生課環境衛生担当　☎︎ 5764－0694　FAX 5764－0711

問 都市基盤管理課交通安全・自転車総合計画担当　☎︎ 5744－1315　FAX 5744－1527

人
権
問
題
へ
の
理
解
を
深
め
ま
し
ょ
う

そ
の
情
報
、
正
し
い
で
す
か
？ 

●
感
染
症
に
よ
っ
て
起
き
た
人
権
侵
害

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
発
症
が
相
次
い
で
確
認

さ
れ
る
中
、
感
染
者
な
ど
に
対
す
る
中
傷
や
心
な
い
書
き
込

み
が
S
N
S
を
中
心
に
広
が
り
ま
し
た
。
感
染
者
、
医
療

従
事
者
や
そ
の
家
族
な
ど
が
差
別
的
扱
い
を
受
け
る
な
ど

の
事
例
も
発
生
し
て
い
ま
す
。

　
感
染
者
な
ど
に
対
し
て
不
当
差
別
、
偏
見
、
誹
謗
中
傷
が

あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
憎
む
べ
き
は
ウ
イ
ル
ス
で
す
。
不

確
か
な
情
報
に
惑
わ
さ
れ
て
人
権
侵
害
に
つ
な
が
る
よ
う
な
行

動
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
、
正
し
い
情
報
に
基
づ
い
た
冷
静
な
行

動
が
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
に
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

●
間
違
っ
た
情
報
に
要
注
意

　
現
代
社
会
で
は
S
N
S
、
新
聞
、
テ
レ
ビ
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
メ
デ
ィ
ア
か
ら
容
易
に
情
報
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
情
報
が
全
て
正
し
い
と
は
限
ら
ず
、

中
に
は
デ
マ
と
い
わ
れ
る
間
違
っ
た
情
報
も
流
れ
て
い
ま
す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
発
生
の
際
も
、
ト
イ
レ
ッ

ト
ペ
ー
パ
ー
な
ど
の
紙
製
品
が
品
薄
に
な
る
と
い
う
間
違
っ

た
情
報
を
き
っ
か
け
に
、
各
地
で
買
い
占
め
が
続
出
す
る
事

態
が
起
き
ま
し
た
。

●
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
を
高
め
ま
し
ょ
う

　
間
違
っ
た
情
報
に
踊
ら
さ
れ
な
い
た
め
に
は
、
メ
デ
ィ
ア
の

情
報
を
鵜
呑
み
に
せ
ず
、
自
分
な
り
に
判
断
す
る
能
力「
メ
デ
ィ

ア
リ
テ
ラ
シ
ー
」を
高
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
特
に
発
信
者
の
匿
名
性
が
高
い
S
N
S
は
、情
報
の
入
手
だ

け
で
な
く
、
発
信
も
手
軽
に
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
自
分

自
身
が
デ
マ
を
流
す
側
に
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
こ

と
を
認
識
し
、
常
に
注
意
し
て
利
用
し
ま
し
ょ
う
。

　
正
し
く
情
報
と
向
き
合
う
た
め
に
は
、
次
の
3
点
を
普
段

か
ら
意
識
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

●
一
つ
の
情
報
を
鵜
呑
み
に
し
な
い

●
信
頼
で
き
る
発
信
元
か
ら
情
報
を
入
手
す
る

●
不
確
か
な
情
報
を
発
信
・
拡
散
し
な
い

　
近
年
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
人
権
侵
害
が
大
き
な
問
題

と
な
っ
て
い
ま
す
。
間
違
っ
た
情
報
を
不
用
意
に
発
信
・
拡

散
し
自
ら
が
人
権
侵
害
の
加
害
者
に
な
ら
な
い
よ
う
、
改
め

て
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
わ
り
方
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

問
人
権
・
男
女
平
等
推
進
課
人
権
・
同
和
対
策
担
当

　
☎
5
7
4
4
ー
1
1
4
8
　

5
7
4
4
ー
1
5
5
6

大森地域庁舎＝5月28日㈭、6月25日㈭、7月13日㈪、8月27日㈭、
9月16日㈬
調布地域庁舎＝6月23日㈫、7月29日㈬、8月24日㈪、9月23日㈬
蒲田地域庁舎、羽田特別出張所＝5月29日㈮、6月19日㈮、7月10日㈮、
8月21日㈮、9月18日㈮　※いずれも午前9時～正午

清掃事業課清掃リサイクル担当  ☎ 5744－1628　 5744－1550

▶︎詳細は
コチラ

　サイクルポート間で自由に自転車を利
用できるサービスです。会員登録をすれ
ば、大田区を含めた都内 10 区、どこか
らでも利用できます。サイクルポートの
場所や利用方法など詳細は区 HP をご覧
ください。

　自転車ナビマーク・ナビラインは車道の左側通行を分かりやすく示したものです。自転車の方は
マークの上を矢印の向きに走行しましょう。また信号のない交差点では一時停止・左右確認をする
など、交通ルール・マナーを守りましょう。

ご存じ
ですか 自転車ナビマーク・ナビライン自転車ナビマーク・ナビライン

自転車ナビマーク 自転車ナビライン

コミュニティサイクルを
利用しませんか

路上駐車車両を追い越すときは、
後方から自動車などが来ていないことを
必ず確認しましょう！

4 大田区報　令和 2（2020）年 5月 21日号




